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保 護 者 さま 
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校 長  屋島 豊市 

 

台風接近に伴う措置について 

 

初夏の候、保護者の皆さまにはご健勝のこととお喜び申しあげます。 

平素は、本校教育にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。 

さて、台風の接近・通過にともない、下記のとおり対処いたします。 

つきましては、台風情報にご注意いただきますようお願い申しあげます。 

 

記 

 

１ 午前
．．

7
．
時現在
．．．

、気象庁より大阪市に
．．．．

「暴風警報」「暴風雪警報」または河川氾濫を

除く各種「危険警報」・「特別警報」が発表されている場合は、臨時休業とします。 

生徒のみなさんは、午前 7 時現在の気象情報を確認してください。 

（臨時休業の場合は、家庭で待機し安全に気をつけてください） 

 

２ 午前
．．

7
．
時現在
．．．

、大阪市より都島区のいずれかの地域に
．．．．．．．．．．．．

、河川氾濫の「警戒レベル３

(高齢者等避難)、「警戒レベル４(全員避難)」が発令されている場合は、臨時休業

とします。 

 

３ 登校後、上記警報等が発表された場合は、授業を中止し、安全に注意して下校させ

ます。 

 

※臨時休業の連絡は、学校ホームページや保護者メールなどでお知らせいたしますが、

ご家庭で気象情報を確認していただきますようよろしくお願いいたします。 


